
 

 

議案第１４９号 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２２年９月１日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市火災予防条例の一部を改正する条例 

さいたま市火災予防条例（平成１３年さいたま市条例第２８１号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

  改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

  改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 
（炉） （炉） 

第３条 ［略］ 第３条 ［略］ 
２ ［略］ ２ ［略］ 
３ 入力３５０キロワット以上の炉にあっては、不
燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない
場合にあっては、はり又は屋根）で区画され、か
つ、窓、出入口等に防火戸（建築基準法第２条第 
９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。
以下同じ。）を設けた室内に設けなければならな
い。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等
防火上支障のない措置を講じた場合においては、
この限りでない。 

３ 入力３５０キロワット以上の炉にあっては、不
燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない
場合にあっては、はり又は屋根）で区画され、か
つ、窓、出入口等に防火戸（建築基準法第２条第 
９号の２ロに規定する防火設備であるものに限る。
以下同じ。）を設けた室内に設けること。ただし、
炉の周囲に有効な空間を保有する等防火上支障の
ない措置を講じた場合においては、この限りでな
い。 

４ ［略］ ４ ［略］ 
  
（燃料電池発電設備） （燃料電池発電設備） 

第１３条の２ 屋内に設ける燃料電池発電設備（固
体高分子型燃料電池、りん酸型燃料電池、溶融炭
酸塩型燃料電池又は固体酸化物型燃料電池による
発電設備であって火を使用するものに限る。第３
項及び第５項、第２５条並びに第６４条第１３号
において同じ。）の位置、構造及び管理の基準に
ついては、第３条第１項第１号（アを除く。）、
第２号、第４号、第５号、第７号、第９号、第１
５号（ウ、ス及びセを除く。）、第１６号及び第

第１３条の２ 屋内に設ける燃料電池発電設備（固
体高分子型燃料電池、りん酸型燃料電池又は溶融
炭酸塩型燃料電池による発電設備であって火を使
用するものに限る。第３項及び第５項、第２５条 
並びに第６４条第１３号において同じ。）の位置、
構造及び管理の基準については、第３条第１項第
１号（アを除く。）、第２号、第４号、第５号、 
第７号、第９号、第１５号（ウ、ス及びセを除く。
）、第１６号及び第１８号並びに第２項第１号、



 

 

１８号並びに第２項第１号、第１８条第１項（第
９号を除く。）並びに第１９条第１項（第２号を
除く。）の規定を準用する。 

第１８条第１項（第９号を除く。）並びに第１９
条第１項（第２号を除く。）の規定を準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電
池発電設備（固体高分子型燃料電池又は固体酸化
物型燃料電池による発電設備であって火を使用す
るものに限る。以下この項及び第４項において同
じ。）であって出力１０キロワット未満のものの
うち、改質器の温度が過度に上昇し、若しくは低
下した場合又は外箱の換気装置に異常が生じた場
合に自動的に燃料電池発電設備を停止できる装置
を設けたものの位置、構造及び管理の基準につい
ては、第３条第１項第１号（アを除く。）、第２
号、第４号、第５号、第７号、第９号、第１５号
（ウ、ス及びセを除く。）、第１６号及び第１８
号並びに第２項第１号及び第４号、第１８条第１
項第１号、第２号、第６号、第１０号及び第１２
号並びに第１９条第１項第３号及び第４号の規定
を準用する。 

２ 前項の規定にかかわらず、屋内に設ける燃料電
池発電設備（固体高分子型燃料電池による発電設
備であって火を使用するものに限る。以下この項
及び第４項において同じ。）であって出力１０キ
ロワット未満のもののうち、改質器の温度が過度
に上昇し、若しくは低下した場合又は外箱の換気
装置に異常が生じた場合に自動的に燃料電池発電
設備を停止できる装置を設けたものの位置、構造
及び管理の基準については、第３条第１項第１号
（アを除く。）、第２号、第４号、第５号、第７ 
号、第９号、第１５号（ウ、ス及びセを除く。）、
第１６号及び第１８号並びに第２項第１号及び第
４号、第１８条第１項第１号、第２号、第６号、
第１０号及び第１２号並びに第１９条第１項第３
号及び第４号の規定を準用する。 

３～５ ［略］ ３～５ ［略］ 
  
（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準
） 

（住宅用防災警報器の設置及び維持に関する基準
） 

第３９条の３ 住宅用防災警報器は、次に掲げる住
宅の部分（第２号から第５号までに掲げる住宅の
部分にあっては、令別表第１ 項ロに掲げる防火
対象物又は 項に掲げる防火対象物の住宅の用途
に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供さ
れるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、
階段、エレベーター、エレベーターホール、機械
室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のため
に必要な共用部分を除く。）に設けなければなら
ない。 

第３９条の３ 住宅用防災警報器は、次に掲げる住
宅の部分（第２号から第５号までに掲げる住宅の
部分にあっては、令別表第１ 項ロに掲げる防火
対象物又は 項に掲げる防火対象物の住宅の用途
に供される部分のうち、もっぱら居住の用に供さ
れるべき住宅の部分以外の部分であって、廊下、
階段、エレベーター、エレベーターホール、機械
室、管理事務所その他入居者の共同の福祉のため
に必要な共用部分を除く。）に設けること。 

 ～  ［略］  ～  ［略］ 
２ 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面す
る部分（天井のない場合にあっては、屋根又は壁
の屋内に面する部分。以下この項において同じ。 
）の次のいずれかの位置に設けなければならない。

２ 住宅用防災警報器は、天井又は壁の屋内に面す
る部分（天井のない場合にあっては、屋根又は壁
の屋内に面する部分。以下この項において同じ。
）の次のいずれかの位置に設けること。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 
３ 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口
から、１．５メートル以上離れた位置に設けなけ
ればならない。 

３ 住宅用防災警報器は、換気口等の空気吹出し口
から、１．５メートル以上離れた位置に設けるこ
と。 

４ 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住
宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別
のものを設けなければならない。 

４ 住宅用防災警報器は、次の表の左欄に掲げる住
宅の部分の区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別
のものを設けること。 

 ［略］   ［略］  
５・６ ［略］ ５・６ ［略］ 
  
（住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基 （住宅用防災報知設備の設置及び維持に関する基



 

 

準） 準） 
第３９条の４ 住宅用防災報知設備の感知器（火災
報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格
を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号。以
下この章において「感知器等規格省令」という。
）第２条第１号に規定するものをいう。以下この
章において「感知器」という。）は、前条第１項 
各号に掲げる住宅の部分に設けなければならない。

第３９条の４ 住宅用防災報知設備の感知器（火災
報知設備の感知器及び発信機に係る技術上の規格
を定める省令（昭和５６年自治省令第１７号。以
下この章において「感知器等規格省令」という。
）第２条第１号に規定するものをいう。以下この
章において「感知器」という。）は、前条第１項
各号に掲げる住宅の部分に設けること。 

２ 感知器は、前条第２項及び第３項に定める位置
に設けなければならない。 

２ 感知器は、前条第２項及び第３項に定める位置
に設けること。 

３ 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の
区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設
けなければならない。 

３ 感知器は、次の表の左欄に掲げる住宅の部分の
区分に応じ、同表の右欄に掲げる種別のものを設
けること。 

 ［略］   ［略］  
４・５ ［略］ ４・５ ［略］ 
  
（設置の免除） （設置の免除） 

第３９条の５ 前３条の規定にかかわらず、次の各
号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効
範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又
は住宅用防災報知設備（以下この章において「住
宅用防災警報器等」という。）を設置しないこと
ができる。 

第３９条の５ 前３条の規定にかかわらず、次の各
号に掲げるときは、当該各号に定める設備の有効
範囲内の住宅の部分について住宅用防災警報器又
は住宅用防災報知設備（以下この章において「住
宅用防災警報器等」という。）を設置しないこと
ができる。 

 ・  ［略］  ・  ［略］ 
  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住
宅等における必要とされる防火安全性能を有す
る消防の用に供する設備等に関する省令（平成
１７年総務省令第４０号。以下「特定共同住宅
等省令」という。）第３条第３項第２号に定め
る技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準
の例により設置したとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に共同住宅用スプリンクラー設備を特定共同住
宅等における必要とされる防火安全性能を有す
る消防の用に供する設備等に関する省令（平成
１７年総務省令第４０号。以下「特定共同住宅
等省令」という。）第３条第２項第２号に定め
る技術上の基準に従い、又は当該技術上の基準
の例により設置したとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅
等省令第３条第３項第３号に定める技術上の基
準に従い、又は当該技術上の基準の例により設
置したとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に共同住宅用自動火災報知設備を特定共同住宅
等省令第３条第２項第３号に定める技術上の基
準に従い、又は当該技術上の基準の例により設
置したとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省
令第３条第３項第４号に定める技術上の基準に
従い、又は当該技術上の基準の例により設置し
たとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に住戸用自動火災報知設備を特定共同住宅等省
令第３条第２項第４号に定める技術上の基準に
従い、又は当該技術上の基準の例により設置し
たとき。 

  第３９条の３第１項各号に掲げる住宅の部分
に複合型居住施設用自動火災報知設備を複合型
居住施設における必要とされる防火安全性能を
有する消防の用に供する設備等に関する省令（
平成２２年総務省令第７号）第３条第２項に定
める技術上の基準に従い、又は当該技術上の基
準の例により設置したとき。 

 



 

 

  

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２２年１２月１日から施行する。ただし、第３条第３項、第３

９条の３第１項から第４項まで、第３９条の４第１項から第３項まで及び第３９条

の５第３号から第５号までの改正は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設

備（固体酸化物型燃料電池による発電設備であって火を使用するものに限る。次項

において同じ。）で、この条例による改正後のさいたま市火災予防条例第１３条の

２の規定に適合しないものについては、同条の規定にかかわらず、なお従前の例に

よる。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている燃料電池発電設

備の設置に係る届出については、この条例による改正後のさいたま市火災予防条例

第６４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

 


